
　
４
月
１
日
か
ら
市
消
防
団
の
役
員

が
新
体
制
に
な
り
ま
し
た
。
消
防
団

長
に
は
、
佐
藤
澄
雄
氏
が
就
任
し
ま

し
た
。
ま
た
、
副
団
長
に
鈴
木
盛
哉

氏
、
窪
島
秀
夫
氏
、
田
中
登
氏
、
山

下
哲
央
氏
が
就
任
し
ま
し
た
。

　
各
分
団
の
分
団
長
は
、
次
の
と
お

り
で
す
。
（
敬
称
略
）

　●

第
１
分
団
長
（
東
秋
留
地
区
）
…

　
杉
田
保
生

　●

第
２
分
団
長
（
多
西
地
区
）
…
塩

　
野
恵
司

　●

第
３
分
団
長
（
西
秋
留
地
区
）
…

　
木
村
史
昭

　●

第
４
分
団
長
（
増
戸
地
区
）
…
　

　
瀬
貴
光

　●

第
５
分
団
長
（
五
日
市
地
区
）
…

　
宮
岡
聖

　●

第
６
分
団
長
（
戸
倉
地
区
）
…
山

　
　
順
一

　●

第
７
分
団
長
（
小
宮
地
区
）
…
大

　
川
孝
樹

　
６
月
23
日
（日）
執
行
の
あ
き
る
野
市

議
会
議
員
選
挙
と
東
京
都
議
会
議
員

選
挙
の
立
候
補
予
定
者
を
対
象
に
説

明
会
を
行
い
ま
す
。

▽
あ
き
る
野
市
議
会
議
員
選
挙

　●

立
候
補
予
定
者
説
明
会

＊
日
時
…
４
月
26
日
（金）
　
午
後
２
時

＊
場
所
…
市
役
所
５
階
５
０
３
・
５

　
０
４
会
議
室

※
立
候
補
予
定
者
１
人
に
つ
き
２
人

　
ま
で
参
加
で
き
ま
す
。

　●

立
候
補
届
出
受
付

＊
日
時
…
６
月
16
日
（日）
　
午
前
８
時

　
30
分
〜
午
後
５
時

＊
場
所
…
市
役
所
５
階
５
０
３
会
議

　
室

▽
東
京
都
議
会
議
員
選
挙

　●

立
候
補
予
定
者
説
明
会

＊
日
時
…
５
月
８
日
（水）
　
午
後
２
時

＊
場
所
…
羽
村
市
役
所
分
庁
舎
２
階

　
活
動
室

　●

立
候
補
届
出
受
付

＊
日
時
…
６
月
14
日
（金）
　
午
前
８
時

　
30
分
〜
午
後
５
時

＊
場
所
…
羽
村
市
役
所
東
庁
舎
４
階

　
大
会
議
室
Ａ

▽
問
合
せ
　
選
挙
管
理
委
員
会
事
務

　
局

　
市
で
は
、
行
政
事
務
の
一
層
の
効

率
化
を
推
進
す
る
た
め
、
表
の
と
お

り
組
織
を
改
正
し
ま
し
た
。

▽
問
合
せ
　
企
画
政
策
課
（
直
通
５

　
５
８
・
１
２
６
１
）

　
市
で
は
、
生
物
の
多
様
性
の
保
全

と
持
続
可
能
な
利
用
の
推
進
を
図
る

こ
と
に
よ
り
地
域
の
活
性
化
に
つ
な

げ
、
多
く
の
生
物
が
息
づ
く
豊
か
な

環
境
を
次
世
代
に
継
承
で
き
る
よ
う
、

「
あ
き
る
野
市
生
物
多
様
性
地
域
戦

略
」
の
策
定
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
独
自
性
・
実
効
性
の
あ
る
地
域
戦

略
を
策
定
す
る
た
め
、
識
見
を
有
す

る
方
や
各
種
団
体
の
代
表
の
方
、
公

募
委
員
な
ど
に
よ
る
「
あ
き
る
野
市

生
物
多
様
性
地
域
戦
略
策
定
検
討
委

員
会
」
を
組
織
し
ま
す
。
そ
こ
で
、

日
ご
ろ
か
ら
環
境
保
全
活
動
を
さ
れ

て
い
る
方
や
生
物
多
様
性
の
保
全
に

興
味
が
あ
る
方
な
ど
の
意
見
を
反
映

さ
せ
る
た
め
、
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

▽
会
議
の
回
数
　
６
回
程
度

▽
対
象
　
市
内
在
住
・
在
勤
で
20
歳

　
以
上
の
方

▽
定
員
　
５
人
以
内
（
選
考
に
よ
り

　
決
定
）

▽
任
期
　
報
告
終
了
ま
で
の
間
（
平

　
成
25
年
度
中
）

▽
報
償
　
年
額
１
万
８
千
円

▽
そ
の
他
　
提
出
さ
れ
た
応
募
書
類

　
は
返
却
、
公
開
は
し
ま
せ
ん
。

※
選
考
結
果
に
つ
い
て
は
、
応
募
者

　
全
員
に
通
知
し
ま
す
。

▽
応
募
方
法
　
４
月
22
日
（月）
（
消
印

　
有
効
）
ま
で
に
、
Ａ
４
用
紙
に

　
「
あ
き
る
野
市
の
生
物
多
様
性
の

　
保
全
と
活
用
」
に
つ
い
て
１
２
０

　
０
字
以
内
で
ま
と
め
、
郵
便
番

　
号
、
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
性
別
、

　
電
話
番
号
、
日
ご
ろ
心
掛
け
て
い

　
る
環
境
保
全
活
動
を
記
入
し
、
送

　
付
す
る
か
直
接
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

▽
応
募
・
問
合
せ
　
環
境
政
策
課
環

　
境
政
策
係
（
〒
１
９
０
―
０
１
６

　
４
　
五
日
市
４
１
１
、
☎
５
５
８

　
・
１
１
１
１
）

　
市
民
の
健
康
の
保
持
と
増
進
を
図

り
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
健
康
づ

く
り
対
策
を
協
議
し
ま
す
。
こ
の
協

議
に
、
広
く
市
民
の
声
を
反
映
さ
せ

る
た
め
、
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

▽
会
議
の
回
数
　
年
度
内
３
回
程
度

▽
対
象
　
市
内
在
住
で
18
歳
以
上
の

　
方

▽
定
員
　
４
人
以
内
（
選
考
に
よ
り

　
決
定
）

▽
任
期
　
５
月
〜
平
成
27
年
３
月

▽
そ
の
他
　
提
出
さ
れ
た
応
募
書
類

　
は
返
却
、
公
開
は
し
ま
せ
ん
。

※
選
考
結
果
に
つ
い
て
は
、
応
募
者

　
全
員
に
通
知
し
ま
す
。

▽
応
募
方
法
　
４
月
30
日
（火）
（
消
印

　
有
効
）
ま
で
に
、
原
稿
用
紙
な
ど

　
に
「
健
康
づ
く
り
に
つ
い
て
日
ご

　
ろ
感
じ
て
い
る
こ
と
」
に
つ
い
て

　
８
０
０
字
程
度
で
ま
と
め
、
郵
便

　
番
号
、
住
所
、
氏
名
、
生
年
月

　
日
、
職
業
、
性
別
、
電
話
番
号
、

　
応
募
の
動
機
を
記
入
し
、
送
付
す

　
る
か
直
接
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

▽
応
募
・
問
合
せ
　
健
康
課
健
康
づ

　
く
り
係
（
直
通
５
５
８
・
１
１
８

　
３
）

　
固
定
資
産
税
は
、
１
月
１
日
現

在
、
市
内
に
土
地
・
家
屋
と
事
業
用

償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
方
に
課

税
さ
れ
ま
す
。

　
課
税
の
内
容
に
つ
い
て
他
の
固
定

資
産
と
比
較
で
き
る
土
地
・
家
屋
価

格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
と
課
税
の
内

容
を
確
認
で
き
る
固
定
資
産
課
税
台

帳
の
閲
覧
が
で
き
ま
す
（
縦
覧
・
閲

覧
期
間
中
の
費
用
は
無
料
）
。

▽
土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の

　
縦
覧

　●

期
間
…
４
月
１
日
（月）
〜
５
月
31
日

　
（金）
（
土
曜
･
日
曜
日
、
祝
日
を
除

　
く
）

　●

時
間
…
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５

　
時
15
分

　●

場
所
…
課
税
課

　●

縦
覧
で
き
る
方
…
市
内
に
所
在
す

　
る
土
地
・
家
屋
の
固
定
資
産
税
の

　
納
税
義
務
者
と
家
族
な
ど
代
理
権

　
が
あ
る
方

※
固
定
資
産
課
税
明
細
書
、
運
転
免

　
許
証
な
ど
本
人
確
認
が
で
き
る
も

　
の
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

▽
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

　●

閲
覧
開
始
日
…
４
月
１
日
（月）
か
ら

　
（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除

　
く
）

　●

時
間
…
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５

　
時
15
分

　●

場
所
・
期
間

＊
課
税
課
…
４
月
１
日
（月）
〜
５
月
31

　
日
（金）

＊
市
民
課
…
６
月
３
日
（月）
以
降
（
手

　
数
料
が
必
要
で
す
）

　●

閲
覧
で
き
る
方
…
納
税
義
務
者
、

　
代
理
人
、
借
地
人
、
借
家
人
お
よ

　
び
固
定
資
産
の
処
分
を
す
る
権
利

　
が
あ
る
一
定
の
方

　●

必
要
書
類
…
固
定
資
産
課
税
明
細

　
書
、
運
転
免
許
証
な
ど
本
人
確
認

　
が
で
き
る
も
の
（
代
理
人
は
委
任

　
状
）
。
借
地
借
家
人
の
方
は
、
身

　
分
の
確
認
の
た
め
に
契
約
書
か
そ

　
の
写
し
、
地
代
や
家
賃
の
領
収
書

　
な
ど
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

▽
固
定
資
産
税
課
税
明
細
書
を
送
付

　
し
ま
す
　
固
定
資
産
税
（
土
地
・

　
家
屋
）
の
課
税
内
容
を
確
認
で
き

　
る
課
税
明
細
書
（
非
課
税
物
件
と

　
免
税
点
未
満
を
除
く
）
を
４
月
初

　
旬
に
送
付
し
ま
す
。
こ
の
明
細
書

　
で
自
己
所
有
の
固
定
資
産
の
課
税

　
内
容
に
つ
い
て
確
認
し
て
く
だ
さ

　
い
。
課
税
明
細
書
は
確
定
申
告
な

　
ど
に
も
利
用
で
き
ま
す
の
で
、
大

　
切
に
保
存
し
て
く
だ
さ
い
。

※
所
有
す
る
固
定
資
産
と
課
税
明
細

　
書
の
内
容
が
異
な
る
場
合
は
、
連

　
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
課
税
課
土
地
資
産
税

　
係
、
家
屋
資
産
税
係

あ
き
る
野
市
議
会
議
員
選
挙

東
京
都
議
会
議
員
選
挙

立
候
補
予
定
者

　
　
　
説
明
会

あきる野市消防団
新役員が決まりました

市
の
組
織
が

　
　
変
わ
り
ま
し
た

あ
き
る
野
市
健
康
づ
く
り

推
進
協
議
会
の
委
員
を

　
　
　
　
　
募
集
し
ま
す

山下哲央氏 田中登氏 窪島秀夫氏 鈴木盛哉氏 佐藤澄雄氏

表　市の組織改正の内容

改正の内容改　正　後

環境経済部

観光商工課
・観光商工係

観光まちづくり
活動課
・秋川渓谷観光係
・ふるさと文化創
　生係

教育委員会事務局
教育部

　秋川体育館と中央公民館の管理（中央公民
館は施設・設備管理と窓口業務のみ）を指定
管理者に移行したため、生涯学習推進課、ス
ポーツ推進課、公民館を統合し、生涯学習ス
ポーツ課としました。
　また、秋川キララホールの管理運営を指定
管理者に移行したため、秋川キララホールの
組織を廃止し、秋川キララホールの管理に関
する事務を生涯学習スポーツ課生涯学習係の
所管としました。

　自然環境や歴史・文化などの地域資源を活
用した観光施策を推進するため、観光まちづ
くり活動課秋川渓谷観光係とふるさと文化創
生係を設置しました。
　なお、五日市出張所内の地域活性化協働セ
ンターで所掌する事務を行います。

　観光商工の振興施策を効率的に展開するた
め、観光商工課観光まちづくり係と商工振興
係を統合し、観光商工係としました。

都市整備部

管理課
・管理係
・下水道係

施設営繕課
・施設営繕係

　公共施設の修繕や道路、橋りょうの保全な
ど、まちづくりを計画的かつ一体的に推進し
ていく体制を強化するため、施設営繕課を総
務部から都市整備部に移行しました。

　下水道工事に関する業務を委託することに
伴い、下水道課の業務を管理課に移行して下
水道課を廃止し、管理課に下水道係を設置し
ました。

市民部
　徴税課
　・徴税係

　市税の徴収などの業務の効率化を図るため、
徴税課管理係と収納係を統合し、徴税係とし
ました。

※環境経済部環境政策課は、五日市出張所内の地域活性化協働センター
　に移転しました。
　業務内容はこれまでと同様です。

健康福祉部
　健康課
　・健康づくり係
　・母子保健係
　・予防推進係

　制度改正などにより母子保健と予防接種の
業務が増大したため、健康課母子・予防係を
母子保健係と予防推進係に分けました。

生涯学習スポーツ課
・生涯学習係
・スポーツ推進係
・文化財係
・公民館係

　中央図書館増戸分室の業務を委託したこと
に伴い、図書館増戸分室係を廃止しました。
　なお、中央図書館増戸分室の管理は、図書
館庶務係、図書館資料の選定などの事務は、
図書館中央図書館係の所管としました。

図書館
・庶務係
・中央図書館係
・東部図書館エル係
・五日市図書館係

黄


